
 

 

 
 

 
 
 

明確な形をとり強制力のある法は、破れば刑罰や賠償といった[1    ]を受ける。これは法に限らず、 

道徳を守らない場合には非常識と道徳的非難を浴び、慣習に従わない場合は社会のしきたりを破ったものとして 

社会的非難を受ける。これらは個人の自由を制約してでも秩序を確保するためである。一方で、何でも法の強制力 

で縛ることは私たちの自由が失われることでもあり、道徳や慣習に委ねる方が望ましい場合もあるのではないか。 

今日は法規制について考える題材を準備したので、法的思考力(＝[2           ])を深めてみよう。 
 

Work✎ SnowMan チケット高額転売問題から、法規制の在り方を考える 
 

人気男性アイドルグループの SnowMan が、2024 年にドームツアーを実施することが決定した。しかし、チケットの抽選は 

高倍率であり、なかなか入手できないそうだ。そんな現状を逆手に取り、チケット転売サイトには続々と出品がされ始め、 

最も高価なものでは 120 万円で売られているものもあった。さすがに批判が殺到し出品を取り消していたが、 

それでも 20 万円や 50 万円で出品され続けているものがある。これらの高額転売について議論を深めたい。 
 

STEP1 なぜこのような行為が起きてしまうのか。さまざまな視点から考えてみよう。 

・                           ・ 

・                           ・ 

STEP2 これらの行為により、どのような悪影響が考えられるか。 

・                           ・ 

・                           ・ 

STEP3 この問題に対して法規制をするとしたら、どのような条文が適当だろうか。 

必要であると思えば、第３条には具体的な罰則等を記入する。その際、誰に対しての措置かも明確にわかるように。 

第１条(目的) この法律は、チケットの不正転売を禁止することで  

 

 

第２条(定義) チケットの不正転売とは  
 

                                              という行為を指す。 
 

第３条(法律効果)  チケットの不正転売が判明した場合、 

 

 

 

★法律の評価基準  ①目的が正当であること                ②手段として適当であること 

          ③不特定多数の人々や物事に等しく適用されること    ④意味内容が明確であること 
 

振り返り 

＊評価基準に沿って考えた法律が適切か考えてみましょう  ＊この事象を法規制以外で防げないか、改めて考えよう 

＊実際に制定されている「チケット不正転売禁止法」を読んで、自分の制定した法と比較してみましょう。 

気付いたこと 

 

(Ⅰ) 法と社会規範 



▲ 

● 

▲ ● 

 
 
 

■ 法の役割 
 

法の役割は社会統制機能(秩序を乱す行為に制裁)・活動促進機能(自由な活動を促進)・紛争解決機能(紛争解決の基準や手続き)・

資源配分機能(公的サービスの提供や再配分)などがある。 

 

■ 法の分類 

一言で「法」といっても、さまざまな方法で分類が可能である。表にまとめたので確認しておこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       …文書化の有無で分類        …適用される場所で分類                 …内容での分類 

   

埋めてもらった５～10 の法をまとめて「六法」という。 

 

 

[11        ]＝被告人の有罪・無罪、有罪なら量刑を決定する裁判 

[12        ]＝財産や身分に関する権利・義務についての争いを裁く裁判 

            和解という形で終了したり、簡単な手続きである調停によって解決したりすることも多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法に照らし合わせて内容が一致しているか、条文の内容をいかに解釈するかが争点となる他、過去の判例も重要となる。 

★ 

法 

 
人間が作った法 

実定法 

 
手続きを経て文書化された法 

制定法 
 

文書化されていない法 

４ 

 
国内で適用される法 

国内法 
 

国際社会での関係を規定 

国際法 

 
国の組織・権限、国家と私人の関係を規律 

公 法 
 

私人間同士の関係を規律 

私 法 
 

社会的弱者の保護に関与する規定 

社会法 

ex:判例・国際慣習法 ex:国連憲章・日米安保条約 

ex:[５         ]・地方自治法 

  [６    ]・[7                         ] 

 [8         ]・内閣法 など 

ex[9    ]・[10    ] 
ex:労働基準法・独占禁止法 

生活保護法・最低賃金法など 

 
全ての人にあてはまる普遍的な法 

3 

★ 

(Ⅱ) 法の役割と分類 

(Ⅲ) 法と裁判 

★図解 刑事裁判と民事裁判の違い 

民事 刑事 



 
 
 

私たち個人や法人といった私人同士の関係についてのルールを私法という。 

[13     ]：私法全体の一般原則。物の所有・契約等が規定された財産法、夫婦・親子・相続等の家族法で構成 

 

■ 権利能力平等の原則  ※以下で登場する「法律行為」は、「契約」と読み替えるとわかりやすい。 
 

・[14       ]：出生した人であれば、だれでも与えられる資格。私法に基づき権利や義務を行使する。 

       自分で意思決定ができる 

・[15       ]：自己の行為の結果を理解できる能力で、一般的には７～10 歳程度の知的能力。 

幼児や知的障碍者、泥酔者などは意思能力がないとされ、法律行為は無効となる。 

       単独で法律行為ができる 

・[16       ]：自ら単独で有効な法律行為ができる能力。取引経験の少ない未成年※１、病気や加齢によって 

判断力が不十分な高齢者※２は、契約などの法律行為をすることができない。 
 

※１ [17           ]：未成年が誤って一人で契約した場合、その契約を取り消すことができる。 

※２ [18           ]：成年ではあるが行為能力が乏しい人に対し、契約することを助ける制度。 

 

Think   民法改正により 18歳でできることを区別しよう 
 

 18 歳で出来ること→A  18 歳ではできないこと→B をそれぞれ記入 

・ 契約 [  ]   ・ クレジットカード作成  [  ]    ・ 飲酒や喫煙  [  ] 

・ 結婚 [  ]   ・ 公営ギャンブルで賭ける [  ]    ・ 選挙の立候補 [  ] 

・ 選挙 [  ]   ・ 普通自動車免許取得   [  ]    ・ 性別変更   [  ] 
 

若者の社会参画を促し活力ある社会にする狙いや、OECD 加盟国の９割以上が成年年齢を 18 歳以上に 

設定しているという世界の動きを踏まえ、民法が改正された。 

 

■ 所有権絶対の原則 … 物の持ち主はその物を自由に扱うことができる 

■ 私的自治の原則 … 私的な関係を自由意思に基づいて築き上げることができる 

 これらの原則は公共の福祉に反する形や[19       ](生活の秩序に反する)場合では制限されることもある。 

 

補足 過失責任の原則  個人の自由で行動ができる ⇔ 自由な活動の責任は自分で引き受ける 
 

 [20     ](意図的)・[21     ](不注意)による行為によって相手に損害を与えた場合、 

 損害賠償を請求されることもある。逆に過失がなければ賠償責任は無いため(過失責任の原則)、 

 損害を与えないように必要な注意を払うことが大切である。 

 

 ※製造物責任法(PL 法)は、製造者の過失にかかわらず商品の欠陥が認められれば賠償等の責任を負う法律。 

  このような無過失責任を定める特別法も存在する。 
 

 具体的な事例  ①モバイルバッテリーの発火事故 

 規定通りに使用していたにもかかわらず発火した場合、製品の欠陥を言わざるを得ない。→ 製造者側が賠償 
 

 ②こんにゃくゼリーの誤飲事故  幼児がこんにゃくゼリーを誤飲したことによる事故。のどに詰まりやすい性質 

はあるが、パッケージに安全面での注意点や、子どもや高齢者に食べさせないなどの警告が記載。 

→被害者側が PL 法をもとに訴訟を起こすも、製造者側は十分な対策をしたとして請求却下されている。 

(Ⅳ) 私法の原則 



 
 

 

Work✎ チケット転売を例に、契約について考える 

Q1 転売サイトで「ドームアリーナ席確約！」という商品を購入したが、届いたのがスタンド席だった。解約できる？ 

   （ できる ・ できない ） 民法第 96 条により[     ]による契約は[                 ] 

Q2 転売サイトで購入したチケットを持って行ったが、本人確認で引っ掛かり入場できなかった。賠償を請求できる？ 

   （ できる ・ できない ） [                                     ] 

Q3 18 歳以上のふりをしてチケット購入をしたがトラブルに遭遇。未成年取消権を用いれば、契約の取り消しができる？ 

   （ できる ・ できない ） [                                     ] 

 

■ 契約の種類 
 

・[22        ]…あるものを売りたい人と買いたい人が合意して成立する契約【代金⇔物】 

・[23        ]…建物や車などを賃料を払って借りる契約 

・[24        ]…労働者と使用者の間で成立する契約 

・[25        ]…銀行などから金を借りる契約 

約束した利息とともに期限内に返済する。金を返せない場合に差し出す[26    ]や、 

借主の代わりに返済を肩代わりする[27     ]の設定が必要 

 

■ 現金以外の支払い 

技術の進歩によって、現金で即時に支払う以外にも、様々な支払い方法が広がってきている。その中でも、 

カードで代金を支払う方法は、手間がかからず便利であるが、特徴を理解しておくことが大切になる。 

それぞれの支払い方法のメリット・デメリットをまとめてみよう。 

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

①～⑨の数字は何度でも使える。複数の選択肢が入ることもある。 

 

＊クレジットとは credit＝「[28     ]」という意味を持つ。クレジットカードの支払いは、カード会社が 

消費者を信用し、先にお金を建て替えることで成り立っており、一時的に借金をしているということである。 

支払期日までにお金が準備できていないと、返済滞納ということになり、最悪の場合にはカード利用停止や 

ブラックリスト入り(以後のローン契約やクレカ作成に影響)となってしまう。安易に使わないこと！ 

(Ⅴ) 契約とは 



 

 

 
 

 
 
 

明確な形をとり強制力のある法は、破れば刑罰や賠償といった[1 制裁 ]を受ける。これは法に限らず、 

道徳を守らない場合には非常識と道徳的非難を浴び、慣習に従わない場合は社会のしきたりを破ったものとして 

社会的非難を受ける。これらは個人の自由を制約してでも秩序を確保するためである。一方で、何でも法の強制力 

で縛ることは私たちの自由が失われることでもあり、道徳や慣習に委ねる方が望ましい場合もあるのではないか。 

今日は法規制について考える題材を準備したので、法的思考力(＝[2 リーガル・マインド ])を深めてみよう。 
 

Work✎ SnowMan チケット高額転売問題から、法規制の在り方を考える 
 

人気男性アイドルグループの SnowMan が、2024 年にドームツアーを実施することが決定した。しかし、チケットの抽選は 

高倍率であり、なかなか入手できないそうだ。そんな現状を逆手に取り、チケット転売サイトには続々と出品がされ始め、 

最も高価なものでは 120 万円で売られているものもあった。さすがに批判が殺到し出品を取り消していたが、 

それでも 20 万円や 50 万円で出品され続けているものがある。これらの高額転売について議論を深めたい。 
 

STEP1 なぜこのような行為が起きてしまうのか。さまざまな視点から考えてみよう。 

・ 確実に楽して金儲けができるから          ・運だけで商品を手に入れられるから 

・ 高額でも買ってくれるファンがいるから       ・チケット転売サイトが存在するから 

STEP2 これらの行為により、どのような悪影響が考えられるか。 

・ 本当にライブに参加したい人にチケットが届かない  ・転売で儲かったお金はアーティストに入らない 

・ 入場チェックが厳しくなれば、ライブの運営に影響   ・定価以上のお金が払えないとライブに行けない 

STEP3 この問題に対して法規制をするとしたら、どのような条文が適当だろうか。 

必要であると思えば、第３条には具体的な罰則等を記入する。その際、誰に対しての措置かも明確にわかるように。 

第１条(目的) この法律は、チケットの不正転売を禁止することで  

 健全に音楽や舞台などを楽しみたい人が、不快な思いをせず楽しめる環境を、作り出すことを目的とする。 

 

第２条(定義) チケットの不正転売とは  
 

主催者が関わる正当な交換以外の方法で、入手したチケットを利益を目的として他の人に販売・譲渡した という行為を指す。 
 

第３条(法律効果) チケットの不正転売が判明した場合、 

 販売した者は 10万円以下の罰金を科すとともに、今後関連した名義でのチケット購入を禁ずる。 

 また、主催者側が不正転売を防ぐ手段を講じなかった場合には、次の機会で必要な措置を講じるよう努める。 

 

★法律の評価基準  ①目的が正当であること                ②手段として適当であること 

          ③不特定多数の人々や物事に等しく適用されること    ④意味内容が明確であること 
 

振り返り 

＊評価基準に沿って考えた法律が適切か考えてみましょう  ＊この事象を法規制以外で防げないか、改めて考えよう 

＊実際に制定されている「チケット不正転売禁止法」を読んで、自分の制定した法と比較してみましょう 

気付いたこと 

 

(Ⅰ) 法と社会規範 



▲ 

● 

▲ ● 

 
 
 

■ 法の役割 
 

法の役割は社会統制機能(秩序を乱す行為に制裁)・活動促進機能(自由な活動を促進)・紛争解決機能(紛争解決の基準や手続き)・

資源配分機能(公的サービスの提供や再配分)などがある。 

 

■ 法の分類 

一言で「法」といっても、さまざまな方法で分類が可能である。表にまとめたので確認しておこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       …文書化の有無で分類        …適用される場所で分類                 …内容での分類 

   

埋めてもらった５～10 の法をまとめて「六法」という。 

 

 

[11 刑事裁判 ]＝被告人の有罪・無罪、有罪なら量刑を決定する裁判 

[12 民事裁判 ]＝財産や身分に関する権利・義務についての争いを裁く裁判 

            和解という形で終了したり、簡単な手続きである調停によって解決したりすることも多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法に照らし合わせて内容が一致しているか、条文の内容をいかに解釈するかが争点となる他、過去の判例も重要となる。 

★ 

法 

 
人間が作った法 

実定法 

 
手続きを経て文書化された法 

制定法 
 

文書化されていない法 

４ 慣習法 
 

国内で適用される法 

国内法 
 

国際社会での関係を規定 

国際法 

 
国の組織・権限、国家と私人の関係を規律 

公 法 
 

私人間同士の関係を規律 

私 法 
 

社会的弱者の保護に関与する規定 

社会法 

ex:判例・国際慣習法 ex:国連憲章・日米安保条約 

ex:[５ 日本国憲法 ]・地方自治法 

  [６ 刑法 ]・[7  民事訴訟法  ] 

 [8 刑事訴訟法 ]・内閣法 など 

ex[9 民法 ]・[10 商法 ] 
ex:労働基準法・独占禁止法 

生活保護法・最低賃金法など 

 
全ての人にあてはまる普遍的な法 

3 自然法 

★ 

(Ⅱ) 法の役割と分類 

(Ⅲ) 法と裁判 

★図解 刑事裁判と民事裁判の違い 

民事 刑事 

起訴・求刑 

検察 弁護人 

被告人 

裁判官 

主張 主張 

弁護人 弁護人 

被告 原告 

裁判官 

主張 



 
 
 

私たち個人や法人といった私人同士の関係についてのルールを私法という。 

[13 民法 ]：私法全体の一般原則。物の所有・契約等が規定された財産法、夫婦・親子・相続等の家族法で構成 

 

■ 権利能力平等の原則  ※以下で登場する「法律行為」は、「契約」と読み替えるとわかりやすい。 
 

・[14 権利能力 ]：出生した人であれば、だれでも与えられる資格。私法に基づき権利や義務を行使する。 

       自分で意思決定ができる 

・[15 意思能力 ]：自己の行為の結果を理解できる能力で、一般的には７～10 歳程度の知的能力。 

幼児や知的障碍者、泥酔者などは意思能力がないとされ、法律行為は無効となる。 

       単独で法律行為ができる 

・[16 行為能力 ]：自ら単独で有効な法律行為ができる能力。取引経験の少ない未成年※１、病気や加齢によって 

判断力が不十分な高齢者※２は、契約などの法律行為をすることができない。 
 

※１ [17 未成年者取消権 ]：未成年が誤って一人で契約した場合、その契約を取り消すことができる。 

※２ [18 成年後見制度 ]：成年ではあるが行為能力が乏しい人に対し、契約することを助ける制度。 

 

Think   民法改正により 18歳でできることを区別しよう 
 

 18 歳で出来ること→A  18 歳ではできないこと→B をそれぞれ記入 

・ 契約 [ A ]   ・ クレジットカード作成  [ A ]    ・ 飲酒や喫煙  [ B ] 

・ 結婚 [ A ]   ・ 公営ギャンブルで賭ける [ B ]    ・ 選挙の立候補 [ B ] 

・ 選挙 [ A ]   ・ 普通自動車免許取得   [ A ]    ・ 性別変更   [ A ] 
 

若者の社会参画を促し活力ある社会にする狙いや、OECD 加盟国の９割以上が成年年齢を 18 歳以上に 

設定しているという世界の動きを踏まえ、民法が改正された。 

 

■ 所有権絶対の原則 … 物の持ち主はその物を自由に扱うことができる 

■ 私的自治の原則 … 私的な関係を自由意思に基づいて築き上げることができる 

 これらの原則は公共の福祉に反する形や[19  公序良俗 ](生活の秩序に反する)場合では制限されることもある。 

 

補足 過失責任の原則  個人の自由で行動ができる ⇔ 自由な活動の責任は自分で引き受ける 
 

 [20  故意 ](意図的)・[21  過失 ](不注意)による行為によって相手に損害を与えた場合、 

 損害賠償を請求されることもある。逆に過失がなければ賠償責任は無いため(過失責任の原則)、 

 損害を与えないように必要な注意を払うことが大切である。 

 

 ※製造物責任法(PL 法)は、製造者の過失にかかわらず商品の欠陥が認められれば賠償等の責任を負う法律。 

  このような無過失責任を定める特別法も存在する。 
 

 具体的な事例  ①モバイルバッテリーの発火事故 

 規定通りに使用していたにもかかわらず発火した場合、製品の欠陥を言わざるを得ない。→ 製造者側が賠償 
 

 ②こんにゃくゼリーの誤飲事故  幼児がこんにゃくゼリーを誤飲したことによる事故。のどに詰まりやすい性質 

はあるが、パッケージに安全面での注意点や、子どもや高齢者に食べさせないなどの警告が記載。 

→被害者側が PL 法をもとに訴訟を起こすも、製造者側は十分な対策をしたとして請求却下されている。 

(Ⅳ) 私法の原則 



 
 

 

Work✎ チケット転売を例に、契約について考える 

Q1 転売サイトで「ドームアリーナ席確約！」という商品を購入したが、届いたのがスタンド席だった。解約できる？ 

   （ できる ・ できない ） 民法第 96 条により[ 詐欺 ]による契約は[ 取り消しが可能 ] 

Q2 転売サイトで購入したチケットを持って行ったが、本人確認で引っ掛かり入場できなかった。賠償を請求できる？ 

   （ できる ・ できない ） [  公式サイト以外での購入は、上記のような措置で入場不可の場合あり。自己責任となる。  ] 

Q3 18 歳以上のふりをしてチケット購入をしたがトラブルに遭遇。未成年取消権を用いれば、契約の取り消しができる？ 

   （ できる ・ できない ） [  未成年者取消権はあるが、偽って契約した場合は適用外となる。  ] 

 

■ 契約の種類 
 

・[22  売買契約 ]…あるものを売りたい人と買いたい人が合意して成立する契約【代金⇔物】 

・[23  貸借
たいしゃく

契約 ]…建物や車などを賃料を払って借りる契約 

・[24  労働契約 ]…労働者と使用者の間で成立する契約 

・[25  消費貸借契約 ]…銀行などから金を借りる契約 

約束した利息とともに期限内に返済する。金を返せない場合に差し出す[26  担保 ]や、 

借主の代わりに返済を肩代わりする[27  保証人 ]の設定が必要 

 

■ 現金以外の支払い 

技術の進歩によって、現金で即時に支払う以外にも、様々な支払い方法が広がってきている。その中でも、 

カードで代金を支払う方法は、手間がかからず便利であるが、特徴を理解しておくことが大切になる。 

それぞれの支払い方法のメリット・デメリットをまとめてみよう。 

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

■  

①～⑨の数字は何度でも使える。複数の選択肢が入ることもある。 

 

＊クレジットとは credit＝「[28 信用 ]」という意味を持つ。クレジットカードの支払いは、カード会社が 

消費者を信用し、先にお金を建て替えることで成り立っており、一時的に借金をしているということである。 

支払期日までにお金が準備できていないと、返済滞納ということになり、最悪の場合にはカード利用停止や 

ブラックリスト入り(以後のローン契約やクレカ作成に影響)となってしまう。安易に使わないこと！ 

(Ⅴ) 契約とは 

➀③ ④ ➀③④ ➀➁ 

⑧ ⑦ ⑥ ⑤⑨ 


